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１７年度自転車等駐車場の使用料

６カ月間１年間
種　別

学生等一　般学生等一　般

６，１２０円１０，２００円１２，２４０円２０，４００円自　転　車

７，５６０円１２，６００円１５，１２０円２５，２００円
原動機付 
自 転 車

男

女

平

等

推

進 

セ
ン
タ
ー
嘱
託
員

　
【
職
種
】
専
門
員

　
【
勤
務
内
容
】男
女
平
等
推
進
セ

ン
タ
ー
業
務
に
関
す
る
こ
と

　
【
勤
務
時
間
】
月
１
２
８
時
間

　
【
勤
務
場
所
】男
女
平
等
推
進
セ

ン
タ
ー

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
１８

３
月　

日
３１

　
【
報
酬
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】昭
和　

年
４
月
２

１５

２
月　

日
（
祝
）
の 

１１

ご

み

の

収

集

　

２
月　

日（
建
国
記
念
の
日
）は
、

１１

次
の
地
域
に
つ
い
て
収
集
作
業
を

行
い
ま
す
。

　

▼
燃
や
せ
る
ご
み
＝
上
の
原
、

神
宝
町
、
金
山
町
、
氷
川
台
、
大

門
町
、
新
川
町
、
東
本
町
、
浅
間

町
、
学
園
町
、
ひ
ば
り
が
丘
団
地
、

本
町
一
・
三
・
四
丁
目
、
中
央
町
、

南
沢

　

▼
燃
や
せ
な
い
ご
み
＝
上
の
原
、

神
宝
町
、
金
山
町
、
大
門
町
、
東

　

市
で
は
、
通
勤
・
通
学
等
で
駅

周
辺
市
営
自
転
車
等
駐
車
場
を
常

時
利
用
す
る
方
を
対
象
に
、
利
用

登
録
を
受
け
付
け
ま
す
。
現
在
登

録
さ
れ
て
い
る
方
も
新
た
に
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

年
度
の
使
用
料
を
改
定

１７
　
　

年
度
の
自
転
車
等
駐
車
場
の

１７
使
用
料
を
下
表
の
通
り
改
定
し
ま

す
。登

録
申
請
が
必
要
で
す

　

登
録
申
請
書
は
、
２
月
１
日

（
火
）
か
ら
①
地
域
政
策
課
（
市
役

所
５
階
）
②
上
の
原
・
滝
山
・
ひ

ば
り
が
丘
の
各
出
張
所
③
東
第

９
・
西
第
７
の
各
自
転
車
駐
車
場

日
〜　

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

５８

方
で
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
に
つ
い
て
理
解
を
有
し
、
男
女

平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
の
効
率
的
な

運
営
に
寄
与
で
き
る
知
識
･
経
験

を
持
つ
方

　
【
募
集
人
員
】
１
名

　

申
し
込
み
は
２
月
２
日
（
水
）

〜　

日
（
木
）
の
午
前
８
時
半
〜

１０
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を

除
く
）
に
必
要
書
類
を
生
活
文
化

課
（
市
役
所
２
階
）
に
持
参
、
ま

た
は
、
〒
２
０
３－
８
５
５
５
、

市
役
所
生
活
文
化
課
あ
て
郵
送

（
消
印
有
効
）を
。
論
文
に
よ
る
選

考
後
、
面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

※
必
要
書
類
な
ど
、
募
集
要
項

は
前
記
期
間
内
に
同
課
で
配
布
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
７
７
３

７０

８
へ
。

下
里
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
図
書
室 

実

務

担

当

者

　
【
対
象
】コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に

関
心
の
あ
る　

歳
位
ま
で
の
方

５０

　
【
勤
務
場
所
】
下
里
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
図
書
室（
柳
窪
５
ノ
１
ノ　

）
２５

　
【
勤
務
時
間
】火
曜
〜
日
曜
日
の

午
後
１
時
〜
５
時
（
土
曜
・
日
曜

日
は
午
前　

時
か
ら
）。ロ
ー
テ
ー

１０

シ
ョ
ン
制
。
勤
務
開
始
は
３
月
１

日
以
降
を
予
定

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
８
３
０

円
　
【
募
集
人
員
】
１
名

　

申
し
込
み
は
前
記
時
間
内
に
電

話
連
絡
の
上
、
２
月　

日
（
木
）

１０

ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）を
、〒
２
０
３－

０
０
４
４
、

柳
窪
５
ノ
１
ノ　

、
下
里
コ
ミ
ュ

２５

ニ
テ
ィ
図
書
室
あ
て
郵
送
ま
た
は

ご
持
参
を
。

　

※
同
図
書
室
の
運
営
に
携
わ
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
募
集
し
て
い
ま

す
。

　

詳
し
く
は
同
図
書
室
�　

・
８

７３

８
３
９
へ
。

市
内
学
童
保
育
所 

お

よ

び

児

童

館

 

〈
共
通
事
項
〉

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　
【
応
募
方
法
】２
月
３
日（
木
）〜

９
日（
水
）の
午
前

８
時
半
〜
午
後
５

時
（
正
午
〜
午
後

１
時
を
除
く
）
に

応
募
書
類
を
子
育

て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
ご

持
参
を
。郵
送
不
可
。書
類
選
考
後
、

面
接
（
２
月　

日
〈
金
〉）
の
上
、

１８

決
定
し
ま
す

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
�　

・
７０

７
７
３
６
へ
。

   
▼
非
常
勤
嘱
託
員（
児
童
厚
生
員
）

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、
月
１
２
８
時
間

以
内

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
１８

３
月　

日
（
更
新
可
）

３１

　
【
賃
金
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）　　

　
【
応
募
資
格
】
保
育
士
・
幼
稚
園
・

小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を
有
す

る　

歳
以
下
の
方

４５

　
【
応
募
書
類
】
①
履
歴
書
（
市
販

の
も
の
で
可
。
写
真
添
付
）
②
資

格
証
明
書
の
写
し
③
「
学
童
・
児

童
館
の
役
割
」
に
つ
い
て
の
考
え

や
意
見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字

　

年
度
利
用
登
録
受
け
付
け
は

１７２
月
２
日（
水
）〜　

日（
水
）

１６

市
営
自
転
車
等
駐
車
場

申請は
郵送で

で
配
布
し
ま
す
。

　

配
布
時
間
は
①
・
②
が
月
曜
〜

金
曜
日
の
午
前
８

時
半
〜
午
後
５
時

（
祝
日
を
除
く
）、

③
が
毎
日
午
前
７

時
〜
午
後
９
時
で

す
。

　
【
登
録
申
請
方

法
】
２
月
２
日

（
水
）〜　

日（
水
）

１６

に
（
消
印
有
効
）、

〒
２
０
３－

８
５

５
５
、
市
役
所
地

域
政
策
課
都
市
交

通
係
あ
て
郵
送
を
。

封
筒
に
は
、
登
録
者
本
人
の
郵
便

番
号
・
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
た

返
信
用
封
筒
（　

円
切
手
貼
付
）

８０

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は

登
録
要
項
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い

　
【
登
録
の
決
定
】希
望
す
る
駐
車

場
が
登
録
可
能
台
数
を
超
え
た
場

合
は
、
抽
選
で
決
定
し
ま
す
。
登

以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

  
▼
臨
時
職
員

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、
月　

時
間
以
内

７５

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜
９
月

　

日
（
更
新
可
）

３０
　
【
賃
金
】
当
市
規
程
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
書
類
】
履
歴
書
（
市
販
の

も
の
で
可
。
写
真
添
付
）

本
町
、
新
川
町
、
浅
間
町

　

▼
び
ん
、
缶
、
ト
レ
イ
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
＝
学
園
町
、
ひ
ば
り
が

丘
団
地
、
中
央
町
、
南
沢

　

▼
紙
類
＝
前
沢
、
南
町
、
滝
山
、

下
里
二
・
三
丁
目
、
弥
生

資
源
回
収
報
奨
金 

（
後
期
分
）
を
交
付

　

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー
ル
・
古

布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
は
、
家
庭
か

ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
中
で
資
源
と

し
て
再
利
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
で
組

織
す
る
団
体
が
、こ
の
よ
う
な「
資

源
ご
み
」
を
市
が
指
定
す
る
再
生

資
源
取
扱
業
者
に
売
却
し
た
場
合
、

そ
の
回
収
量
に
応
じ
て
報
奨
金
を

交
付
す
る
資
源
回
収
報
奨
金
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。　

年
度
後
期

１６

分
の
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す
の
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
団
体
】市
内
在
住
の
方
で

構
成
す
る
自
治
会
・
子
供
会
・
婦

人
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど

　
【
報
奨
金
交
付
額
】回
収
実
績
量

に
応
じ
て
１
㌔
㌘
当
た
り　

円
１０

　
【
申
請
方
法
】２
月
１
日（
火
）〜

　

日
（
火
）
に
、
回
収
業
者
か
ら

１５の
集
団
回
収
実
施
報
告
書
、
印
鑑

（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）、
振
り
込
み

先
の
金
融
機
関（
郵
便
局
を
除
く
）

の
通
帳
を
持
参
し
て
、
直
接
ご
み

対
策
課（
八
幡
町
２
ノ　

ノ　

）へ
。

１０

１０

　

東
久
留
米
市
事
務
手
数
料
条
例

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
２
月
１
日

か
ら
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写

し
の
閲
覧
手
数
料
を
改
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
手
数
料
改
正
に
併
せ
て

閲
覧
方
法
に
つ
い
て
の
規
則
を
整

備
し
ま
す
。

　
【
改
正
後
の
閲
覧
手
数
料
】住
民

改定します

住民基本台帳 
閲 覧 手 数 料

基
本
台
帳
か
ら
の
転
記
一
人
に
つ

き
２
０
０
円
と
し
、
閲
覧
時
間　
３０

分
（　

分
に
満
た
な
い
と
き
は
、

３０

　

分
と
す
る
）
ご
と
に
、
３
０
０

３００
円
を
加
算
し
た
額

　
【
主
な
改
正
内
容
】閲
覧
は
半
日

を
単
位
と
し
て
、
月
に
２
回
ま
で

と
す
る
▼
会
社
が
請
求
者
の
場
合

は
、
閲
覧
請
求
書
に
社
印
の
押
印

が
必
要
▼
閲
覧
者
は
誓
約
書
に
記

名
押
印
を
し
、
本
人
確
認
の
書
類

（
運
転
免
許
証
等
）を
提
示
す
る
▼

閲
覧
に
基
づ
い
て
郵
送
す
る
文
書

等
を
請
求
書
に
添
付
す
る
、
な
ど
。

詳
細
は
閲
覧
予
約
の
際
に
ご
確
認

く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

�　

・
７
７
２
２
へ
。

７０

録
決
定
後
の
手
続
き
は
、
返
信
用

通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
係
�　

・
７
７
６

７０

４
へ
。

郵
送
不
可
。
報
奨
金
交
付
申
請
書

は
同
課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
２
１
１

７３

７
へ
。

　

東
久
留
米
市
個
人
情
報
保
護
条

例
に
基
づ
く
個
人
情
報
保
護
制
度

の
運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す
。
対

象
期
間
は　

年
４
月
１
日
〜　

月

１６

１１

　

日
で
す
。

３０
　

個
人
情
報
の
開
示
請
求
お
よ
び

訂
正
請
求
の
処
理
状
況
は
、
請
求

件
数
９
件
、
開
示
決
定
件
数
１
件
、

一
部
開
示
決
定
１
件
、
非
開
示
決

定
２
件
、
不
存
在
５
件
で
、
訂
正

請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
に

対
す
る
決
定
に

つ
い
て
の
不
服

申
し
立
て
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

詳
し
く
は
総

務
部
総
務
課
文
書
係
�　

・
７
７

７０

１
４
へ
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
　

運
用
状
況
を
公
表

放置禁止区域と市営自転車等駐車場
　　内は、自転車等放置禁止
区域です

　

歯
舞
（
は
ぼ
ま
い
）
群
島
、
色

丹
（
し
こ
た
ん
）
島
、
国
後
（
く

な
し
り
）
島
お
よ
び
択
捉
（
え
と

ろ
ふ
）
島
か
ら
な
る
北
方
四
島
は
、

わ
が
国
固
有
の
領
土
で
す
。

　

昭
和　

年
（
１
９
８
１
年
）
に

５６

は
日
露
通
好
条
約
の
調
印
に
ち
な

ん
で
、
２
月
７
日
が
「
北
方
領
土

の
日
」
と
定
め
ら
れ
、
全
国
的
な

北
方
領
土
返
還
運
動
が
展
開
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

最
近
、
北
方
領
土
問
題
に
対
す

る
国
民
の
関
心
と
理
解
は
着
実
に

深
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
四
島

一
括
返
還
実
現
の
そ
の
日
ま
で
、

さ
ら
に
呼
び
掛
け
を
続
け
ま
し
ょ

う
。

　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課
庶
務

係
�　

・
７
７
１
４
へ
。

７０

２月７２月７日は日は
北方領土の日北方領土の日
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　市では、１２月２０日まで募集し

ました新潟県中越地震義援金

（総額２３万８８１０円）を新潟県災

害対策本部に振り込みました。

　皆さんのご協力ありがとう

ございました。

　詳しくは総務部総務課防災

担当�７０・７８１５へ。

ご協力ありがとうございました

新 潟 県 中 越 
地震義援金を
送金しました

ごみの分別にごみの分別に
ご協力ご協力
くださいください

　市庁舎内食堂・喫茶室運営

業者をプロポーザル方式で募

集します。

　申し込みは２月１０日（木）ま

でに管財課（市役所４階）へ。

詳細は２月１日（火）から市

ホームページまたは、同課で

配布する募集要領をご覧くだ

さい。

　詳しくは同課管財係�７０・

７７１８へ。

募集します

市庁舎内食堂・ 
喫茶室運営業者
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年
４
月
１
日
に
就
任
し

１５
て
以
来
、
市
政
の
発
展
に
尽

力
し
て
き
た　
　

正
収
入
役

が
、
１
月　

日
付
で
退
職
し

３１

ま
し
た
。


